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○ 雇用の悪化に歯止め 

総務省から発表された６月の完全失業率は4.6％となり、前月から0.1％ポイント悪化した1（事前の市場予

想：4.6％）。もっとも、今月の失業率悪化は、労働市場への参入が進んだことの影響が大きく、就業者数

は前月差＋４万人、雇用者数は同＋７万人と増加するなど、内容は悪くない。就業者数を見ると、震災後の

３月に前月差▲46万人、４月に同▲14万人、５月に同▲10万人と減少が続いてきたが、６月は４ヶ月ぶりに

増加に転じている（雇用者数は２ヶ月連続の増加）。加えて、厚生労働省から公表された有効求人倍率、新

規求人倍率がともに改善（有効求人倍率：５月0.61倍→６月0.63倍、新規求人倍率：５月0.98倍→６月1.00

倍）していることも併せ、３月以降続いてきた雇用情勢の悪化に歯止めがかかりつつあることが示唆されて

いる。雇用環境は依然厳しいものの、景気の持ち直しを受けて、若干改善の兆しも窺えるようになってきた。 

なお、労働力調査では、３月以降、岩手県，宮城県、福島県の３県を除いた値での公表となっている2。雇

用の実態は公表値よりも悪いと考えるべきであり、結果は若干割り引いて見る必要がある。もっとも、有効

求人倍率を県別に見ると3、宮城が前月差0.07ポイント改善（0.53倍）、福島が同0.07ポイント改善（0.57

倍）と、それぞれ前月から大きく改善している。また、岩手も0.02ポイント改善（0.47倍）である。水準は

                             
1 労働力調査では、３月以降、岩手県，宮城県、福島県の３県を除いた値での公表となっている。雇用の実態は

公表値よりも悪いと考えるべきであり、結果は若干割り引いて見る必要がある。 
2 ５月から岩手県および宮城県の一部で調査が再開されているが、通常の全国結果を行うには十分ではないとさ

れている。なお、参考値として計算されている完全失業率は、岩手県が 4.2％、宮城県が 5.9％である。 
3 一般職業紹介状況は被災地の結果も公表している。 

(単位：％、万人、倍）

雇用者数
季調値 前月差 季調値 前月差 季調値 前月差 季調値 前月差 季調値 季調値 季調値 前月比 前月比

10 1月 6,326 23 6,006 28 5,239 18 320 ▲ 7 5.1 0.46 0.82 1.8 0.0
2月 6,306 ▲ 20 5,994 ▲ 12 5,236 ▲ 3 312 ▲ 8 4.9 0.47 0.83 1.6 0.5
3月 6,314 8 5,996 2 5,250 14 315 3 5.0 0.48 0.84 3.2 3.8
4月 6,286 ▲ 28 5,963 ▲ 33 5,210 ▲ 40 321 6 5.1 0.48 0.86 ▲ 0.6 1.0
5月 6,270 ▲ 16 5,949 ▲ 14 5,194 ▲ 16 321 0 5.1 0.50 0.85 2.8 0.6
6月 6,284 14 5,959 10 5,200 6 325 4 5.2 0.52 0.88 3.5 3.1
7月 6,293 9 5,978 19 5,223 23 318 ▲ 7 5.1 0.53 0.88 1.4 ▲ 0.2
8月 6,287 ▲ 6 5,971 ▲ 7 5,225 2 315 ▲ 3 5.0 0.54 0.90 1.6 2.6
9月 6,316 29 6,001 30 5,270 45 314 ▲ 1 5.0 0.55 0.92 1.4 0.4

10月 6,312 ▲ 4 5,993 ▲ 8 5,256 ▲ 14 320 6 5.1 0.56 0.95 1.9 2.7
11月 6,283 ▲ 29 5,967 ▲ 26 5,228 ▲ 28 318 ▲ 2 5.1 0.57 0.97 1.5 1.2
12月 6,290 7 5,982 15 5,238 10 308 ▲ 10 4.9 0.58 0.99 1.3 ▲ 0.7

11 1月 6,311 21 6,003 21 5,270 32 307 ▲ 1 4.9 0.61 1.02 2.0 2.4
2月 6,321 10 6,029 26 5,298 28 289 ▲ 18 4.6 0.62 0.99 2.6 4.0
3月 6,274 ▲ 47 5,983 ▲ 46 5,240 ▲ 58 290 1 4.6 0.63 0.98 1.0 ▲ 7.1
4月 6,261 ▲ 13 5,969 ▲ 14 5,231 ▲ 9 292 2 4.7 0.61 0.95 ▲ 1.7 5.8
5月 6,242 ▲ 19 5,959 ▲ 10 5,250 19 283 ▲ 9 4.5 0.61 0.98 0.6 1.1
6月 6,252 10 5,963 4 5,257 7 289 6 4.6 0.63 1.00 3.4 ▲ 0.7

(出所）総務省「労働力調査」厚生労働省「一般職業紹介状況」

（注）労働力調査は岩手県，宮城県及び福島県を除く値
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低いものの、被災地においても復旧需要によって求人は増加している。 

 

○ 企業は雇用カットを抑制 

前述の通り、震災後の３月以降雇用は悪化していたが、足元では下げ止まりの動きがみられる。また、こ

れまでの雇用悪化幅も、当初予想されていたよりは小さめである。震災後の景気の落ち込みは非常に大きな

ものだったが、その後、景気の悪化が短期間で一巡するとの見通しが広がったこともあり、雇用カットにま

では踏み切らない企業が多かったようだ（休業や労時間の削減で対応）。また、厚生労働省より発表されて

いる「雇用調整助成金等に係る支給決定状況」において、３月以降申請件数が急増していることからも分か

るとおり、震災後に政府が雇用調整助成金の支給要件を緩和したことも、失業の抑制に寄与していると考え

られる4。 

 

○ 雇用情勢は緩やかな回復へ 

 先行きについては、景気の持ち直しに伴って雇用も緩やかに増加に向かうと予想している。復旧需要に伴

う建設業雇用の増加なども期待できるだろう。ただし、同時に労働市場への労働者の参入も進むため、失業

率については高止まりが続く可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
4 この点は、景気の悪化にもかかわらず雇用を保蔵したことを意味しているため、今後の雇用の増加ペースは生

産の回復度合いに比して緩やかなものにとどまる可能性がある。 

（出所）総務省統計局「労働力調査」

（注）岩手県、宮城県、福島県を除く結果
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（出所）総務省統計局「労働力調査」

（注）岩手県、宮城県、福島県を除く結果
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雇用調整助成金申請者、支給者数の推移
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